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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　分配チャンバのチャンバ内部空間に通じる注入開口を有する分配チャンバと、
　前記チャンバ内部空間をいくつかの接続ポートに接続するいくつかの排出開口を有する
第１の有孔ブレードディスクと、
　ドライブシャフト軸の周りを旋回可能に装着されたブレードドライブシャフトと、を備
え、
　前記ブレードドライブシャフトに接続され、前記ドライブシャフト軸から離間された第
１の偏心軸が定義される第１の偏心部材と、
　前記第１の偏心部材に接続され、前記第１の有孔ブレードディスクに接して配置される
カッティングエッジを有し、前記第１の偏心部材の手段によって前記第１の有孔ブレード
ディスクに対して相対的に移動可能である第１のカッティングブレードと、
によって特徴付けられ、
　更に、釣り合い重り部材は前記ブレードドライブシャフトに接続され、その質量中心は
前記ドライブシャフト軸に対して偏心して配置される
ことによって特徴付けられる、液体のための分配装置。
【請求項２】
　前記第１の偏心部材を前記ブレードドライブシャフトに接続し、前記第１の偏心部材上
の第１の回り止め位置において、前記第１の偏心部材を、前記ドライブシャフト軸に対す
る前記第１の偏心軸の第１の偏心度を有するように位置付け、前記第１の偏心部材上の第
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２の回り止め位置において、前記第１の偏心部材を、前記第１の偏心度よりも大きい、前
記ドライブシャフト軸に対する前記第１の偏心軸の第２の偏心度を有するように位置付け
る、連結部材
によって特徴付けられる、請求項１記載の分配装置。
【請求項３】
　前記連結部材は、前記ブレードドライブシャフトの回転方向の反転の手段によって、前
記第１の回り止め位置と前記第２の回り止め位置との間で往復移動される、
ことを特徴とする、請求項２記載の分配装置。
【請求項４】
　前記連結部材は、前記第１の偏心部材の凹部に確実に係合する、
ことを特徴とする、請求項２または３記載の分配装置。
【請求項５】
　前記連結部材は前記第１の偏心部材の前記凹部に係合するカムを備え、
　前記凹部は、前記ブレードドライブシャフトの第１の回転方向への前記カムのための第
１の回り止め位置と、前記第１の回転方向と反対方向である前記ブレードドライブシャフ
トの回転方向への第２の回り止め位置と、を提供する、
ことを特徴とする、請求項４記載の分配装置。
【請求項６】
　前記連結部材および前記ブレードドライブシャフトは、一体的に具現化される、
ことを特徴とする、請求項２～５のうちのいずれか一項記載の分配装置。
【請求項７】
　いくつかの排出開口を有する第２の有孔ブレードディスクは、前記分配チャンバのチャ
ンバ内部空間の境界を定め、
　第２のカッティングブレードは提供され、当該第２のカッティングブレードは、前記第
２の有孔ブレードディスクに接して配置され且つそれに対して相対的に移動可能であるカ
ッティングエッジを有する、
ことを特徴とする、請求項２～６のうちのいずれか一項記載の分配装置。
【請求項８】
　前記第２のカッティングブレードは前記第１の偏心部材に接続され、
　前記第２のカッティングブレードのカッティングエッジは、前記第１の偏心部材の手段
によって、前記第２の有孔ブレードディスクに対して相対的に移動可能である、
ことを特徴とする、請求項７記載の分配装置。
【請求項９】
　前記第１および／または第２のカッティングブレードは、前記第１の偏心部材上に、前
記第１の偏心軸の周りを回転可能に装着される、
ことを特徴とする、請求項７または８記載の分配装置。
【請求項１０】
　前記釣り合い重り部材は前記ブレードドライブシャフトに接続され、その質量中心は前
記第１の偏心軸に対して１８０度だけオフセットされて配置される、
ことを特徴とする、請求項１～９のうちのいずれか一項記載の分配装置。
【請求項１１】
　前記注入開口は、前記ドライブシャフト軸と平行となる、固体含有液体の注入方向を定
義する、
ことを特徴とする、請求項１～１０のうちのいずれか一項記載の分配装置。
【請求項１２】
　前記注入開口は、前記ドライブシャフト軸と同軸となる、固体含有液体の注入方向を定
義する、
ことを特徴とする、請求項１～１０のうちのいずれか一項記載の分配装置。
【請求項１３】
　液体制御システムは前記チャンバ内部空間に配置され、当該液体制御システムは、軸方
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向に流入する液体がそこで半径方向外向きに偏向される形状を有する、
ことを特徴とする、請求項１１または１２記載の分配装置。
【請求項１４】
　流れの方向における、前記チャンバ内部空間における前記注入開口から上流の流路と、
　流れの方向において、当該流路に配置される縮小される断面およびこれに続く増大され
る断面を有するノズルと、
によって特徴付けられる、請求項１～１３のうちのいずれか一項記載の分配装置。
【請求項１５】
　前記第２のカッティングブレードは第２の偏心部材に接続される、
ことを特徴とする、請求項７記載の分配装置。
【請求項１６】
　前記第２の偏心部材は、前記ブレードドライブシャフトに接続され、前記ドライブシャ
フト軸に対して離れて位置する第２の偏心軸を定義し、当該第２の偏心軸は前記第１の偏
心軸と同軸上に延びない、
ことを特徴とする、請求項１５記載の分配装置。
【請求項１７】
　前記第２のカッティングブレードは、前記第２の偏心部材上に前記第２の偏心軸の周り
を回転可能に装着される、
ことを特徴とする、請求項１６記載の分配装置。
【請求項１８】
　前記連結部材は、前記第２の偏心部材の凹部に係合し、
　前記第２の偏心部材上の第１の回り止め位置において、前記第２の偏心部材は、前記ド
ライブシャフト軸に対する前記第２の偏心軸の第１の偏心度を有するように位置付けられ
、
　前記第２の偏心部材上の第２の回り止め位置において、前記第２の偏心部材は、前記第
１の偏心度よりも大きい、前記ドライブシャフト軸に対する前記第２の偏心軸の第２の偏
心度を有するように位置付けられる、
ことを特徴とする、請求項１６～１７のうちのいずれか一項記載の分配装置。
【請求項１９】
　前記第２の偏心軸は、前記第１の偏心軸に対して前記ドライブシャフト軸の周りをオフ
セットされる、
ことを特徴とする、請求項１６～１８のうちのいずれか一項記載の分配装置。
【請求項２０】
　前記第２の偏心軸は、前記第１の偏心軸に対して前記ドライブシャフト軸の周りを１８
０度だけオフセットされる、
ことを特徴とする、請求項１６～１８のうちのいずれか一項記載の分配装置。
【請求項２１】
　第２のカムは前記第１の偏心部材の第２の凹部に係合し、
　前記第２の凹部は、前記ブレードドライブシャフトの第１の回転方向への前記第２のカ
ムのための第１の回り止め位置と、前記第１の回転方向と反対方向である前記ブレードド
ライブシャフトの回転方向への第２の回り止め位置と、を提供する、
ことを特徴とする、請求項５、８～２０のうちのいずれか一項記載の分配装置。
【請求項２２】
　前記第１および／または第２のカッティングブレードは、円環形状を有し、前記第１ま
たは第２の有孔ブレードディスクに接して配置される少なくとも１つの円周方向のカッテ
ィングエッジを有し、前記第１または第２のカッティングブレードの内側エッジおよび外
側エッジ上に具現化される、
ことを特徴とする、請求項７記載の分配装置。
【請求項２３】
　通気開口は前記第１または第２の有孔ブレードディスクにおいて存在し、当該通気開口
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は、前記第１および／または第２のカッティングブレードの内側カッティングエッジによ
って表される空間に通じ、
　前記ドライブシャフト軸に対する前記第１および／または第２の偏心軸の距離、および
外側カッティングエッジの直径は、前記外側カッティングエッジが、前記通気開口が通じ
る面を取り囲む偏心経路上を、移動するように選択され、
　前記第１および／または第２のカッティングブレードの前記内側エッジと前記外側エッ
ジとの間の距離は、前記第１または第２の有孔ブレードディスクにおける前記複数の排出
開口の直径よりも小さいまたはこれに等しい、
ことを特徴とする、請求項２２記載の分配装置。
【請求項２４】
　前記凹部および前記第２の凹部は、丸みがつけられたＬ字形状を有し、
　前記カムおよび前記第２のカムは、前記第１の回り止め位置において前記凹部および前
記第２の凹部の第１のアームに接して配置され、前記第２の回り止め位置において前記凹
部および前記第２の凹部の第２のアームに接して配置される、
ことを特徴とする、請求項２１記載の分配装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液体のための、特に固体含有液体のための分配装置に関する。本分配装置は
、分配チャンバのチャンバ内部空間に通じる注入開口を有する分配チャンバと、チャンバ
内部空間をいくつかの接続ポートに接続するいくつかの排出開口を有する第１の有孔ブレ
ードディスクと、ドライブシャフト軸の周りを旋回可能に装着されたブレードドライブシ
ャフトと、を備える。
【背景技術】
【０００２】
　固体含有液体のための分配装置は種々のアプリケーションにおいて利用され、１つの典
型的な例は、例えば、スラリのアプリケーションのための農業技術において利用される。
ここで、分配装置の役割は固体混入液体をタンクからいくつかの開口に分配することにあ
り、その目的は例えば、空間的に標的化された方法で且つ適切に投与される送出の速さで
、そのような液体をいくつかの開口を介して分配することである。１つの典型的なアプリ
ケーションは、空間的に標的化され且つ適切に投与されるそのアプリケーションを達成す
るためにスラリがスラリタンクからいくつかの、例えば５本～１００本のホースに分配さ
れる、ドラッグホース装置を介したスラリのアプリケーションである。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　そのような分配ユニットにおいて生じる１つの基本的な問題は、システムの性質により
、固体混入液体が、大きな断面を有する供給ラインから、各々が小さな断面を有するいく
つかの供給ラインに分配される必要がある、という事実から結果としてもたらされる。液
体中の固体によって、このシステムによって決定されるプロセスでは複数の小さな断面で
詰まりの危険性が生じる。この問題点を解決するために、固体混入液体のための分配装置
を、カッティング装置に連結することが基本的に知られている。そのようなカッティング
装置の結果として、液体中の固体はより小さくされ、このことは分配装置の中および後段
において通路の小さな断面における詰まりの危険性を低減させる。例えば、分配装置に統
合されたカッティング装置が知られている。カッティング装置は複数のカッティングブレ
ードを有し、複数のカッティングブレードは有孔ディスクと連動して、液体が有孔ディス
クの複数の孔を通過するときに液体に対して剪断作用を発揮する。この剪断作用を生成す
るために、カッティングブレードは有孔ディスクに対して相対的に移動される。有孔ディ
スクにおける複数の孔は分配装置の複数の排出開口に対応し、これらの排出開口と流体連
通する。
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【０００４】
　最初に引用された種類の分配装置において生じるもう１つの問題点は、分配装置が異な
る複数の負荷状態において運転される必要がある、ということである。ここで、異なる複
数の負荷状態は、１つの負荷状態における複数の排出開口のうちの全ての使用と、複数の
排出開口のうちのいくつかのみの使用であって他の排出開口が閉鎖される使用と、によっ
て特徴付けられる。たとえそのような異なる複数の負荷状態においても、分配装置が経済
的に運転可能であることが望まれ、また、固体の効果的なサイズ低減を用いた、固体混入
液体の、信頼性があり且つ一様な分配が望まれる。
【０００５】
　固体混入液体の分配に関連するもう１つの問題点は、そのような液体が流動性に関する
特性に関連して有する大きな変動性にある。例えば一方では、固体混入液体は、低いまた
は高い固体の含有量によって特徴付けられることができ、これは典型的には、液体体積あ
たりの固体体積として、または全体積に対する固体体積として特徴付けられる。他方では
、固体混入液体は、固体成分の材料特性と幾何学的（形状の）特性の観点において大きく
異なる場合がある。例えば、固体成分は、剪断力に対して低いまたは高い抵抗力を有する
ことができ、コンパクトな、例えばファイバーまたはシートの意味において球形状または
楕円状もしくは平面状の形状を有し、またそれらはもちろん、それらの絶対的な寸法の観
点において一般的に異なる。最後に、固体を含んでいる液体はまた、種々の粘着性を有す
ることができる。これらの理由により、複数の種類の、固体混入液体のための分配装置を
作成することが知られている。例えば、そのような分配装置は、小さなまたは大きな複数
の排出開口、１つ、２つ、３つ、またはより多くのカッティングブレード、異なる複数の
形状および複数の孔を有する有孔ディスクブレードを有し、また、カッティング部材と有
孔ディスクとの間の種々の相対的な速度を有する。確かに、多くの場合、固体混入液体の
ある特性への十分な適合、したがって固体混入液体の良好な分配は、分配装置の、幾何学
的（形状の）パラメータ、材料に関連するパラメータ、および運転上の点に関連するパラ
メータのこの適合によって達成される。しかしながら、既知の分配装置におけるこの種類
の構成は、以下の欠点を有する。すなわち、運転パラメータ、例えばカッティングブレー
ドと有孔ディスクとの間の相対的な速度、を変更することによる制限された方法で、固体
混入液体の特性の変化に対応することが可能であるのみであり、また、ある固体混入液体
の分配から異なる特性を有した固体混入液体の分配に分配装置を切り換えるために、分配
装置の機械的な部品を交換する必要が頻繁にある。ユーザ側で労力を要することがほとん
どない、種々の固体混入液体のためのそのような分配装置の適合のための、より良い実現
性をここで提供することが望まれる。
【０００６】
　運転中の自動車から液体を送出するために分配装置が使用されるアプリケーションにお
いて、体積流量は、種々の運転速度と望まれる送出量（ｍ３／ｈａ）によって大きく変動
し、または変動されるべきである、という付加的な問題が生じる。したがって、結果とし
てサイズ低減の効果を低下させることなく、送出される量に関して大きな範囲で変化する
ように動作可能な分配装置が必要である。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明によれば、これらの問題点は低減され、また、多くのアプリケーションにおいて
、最初に説明される構成を有する分配装置によって完全に解決される。本分配装置は、ブ
レードドライブシャフトに接続され、ドライブシャフト軸から離れて位置する第１の偏心
軸を定義する第１の偏心部材と、第１の偏心部材に接続され、第１の有孔ブレードディス
クに接して配置されるカッティングエッジを有し、第１の偏心部材の手段によって第１の
有孔ブレードディスクに対して相対的に移動可能である第１のカッティングブレードと、
によって特徴付けられる。
【０００８】
　本発明によれば、カッティングブレードは、偏心部材の手段によって、有孔ブレードデ
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ィスクに対して相対的に移動される。結果として、カッティングブレードの偏心運動は、
有孔ブレードディスクに沿ってもたらされる。カッティングブレードは、偏心軸の周りを
能動的にまたは受動的に駆動される方法で、偏心部材の移動と重なってカッティングエッ
ジとともに回転するまたは回転を可能にすることが特に好ましい。この構成において、カ
ッティングブレードの偏心軸の周りの回転運動は、ブレードドライブシャフトの周りの偏
心軸の回転運動と重ねられる。カッティングブレードはここでは、固体混入液体の種々の
粘着性特性およびこの液体中の固体の種々の特性の耐性を特に有する軌道上を移動し、そ
のような固体混入液体の広い範囲のパラメータをカバーし、このためにカッティングブレ
ードまたは有孔ブレードディスクに対して構造的な変化をさせる必要はない。特に、カッ
ティングブレードが偏心部材上に回転可能に装着され、したがって偏心部材に関して受動
的な回転運動を行うことできるのであれば、好ましい。運動のこの能動的な実現性の結果
として、カッティングブレードは、偏心部材に対して相対的に、液体中の固体からの各点
毎の負荷を、より良く回避する。特に、より好ましいてこの作用を用いて抵抗力のある固
体を切削して、単一の軸の周りを回転する複数のカッティングブレードにおけるカッティ
ングブレードに沿ってより均等にウェアを分配することができる。ブレードドライブシャ
フトは好ましくは、チャンバ内部空間に配置され、有孔ブレードディスクに、または分配
チャンバの外側に、回転可能に装着されるために、有孔ブレードディスクを貫通して延び
ることができる。
【０００９】
　固体混入液体は、注入開口を通って分配チャンバのチャンバ内部空間内に注入される。
固体混入液体は、チャンバ内部空間から、有孔ブレードディスクにおける複数の排出開口
を通過して、複数のチャンバ排出開口へ至る。これらチャンバ排出開口の数は、有孔ブレ
ードディスクにおける排出開口の数に対応することができ、または、それと異なることが
できる。有孔ブレードディスクにおける複数の排出開口を通過するとき、固体は、有孔ブ
レードディスクに対するカッティングエッジの相対的な運動の手段によって生成される剪
断作用によって、大きさが縮小される。カッティングブレードは好ましくは、チャンバ内
部空間の方向を向いている有孔ブレードディスクの側部上に、または、チャンバ内部空間
から離れた方向を向いている有孔ブレードディスクの側部上に配置されることができる。
カッティングブレードは、有孔ブレードディスクにおける複数の排出開口でカッティング
エッジと協働する１つ、２つ、またはそれよりも多くのカッティングエッジを有する単一
のカッティング部材によって具現化されることができる。同様に、カッティングブレード
は、１つ、２つ、またはそれよりも多くのカッティングエッジを有する２つまたはそれよ
りも多くのカッティング部材を備えることができる。
【００１０】
　第１の好ましい実施形態によれば、本発明に係る分配装置は、偏心部材をブレードドラ
イブシャフトに接続し、偏心部材上の第１の回り止め位置において、偏心部材を、ドライ
ブシャフト軸に対する第１の偏心軸の第１の偏心度を有するように位置付け、偏心部材上
の第２の回り止め位置において、偏心部材を、第１の偏心度よりも大きい、ドライブシャ
フト軸に対する第１の偏心軸の第２の偏心度を有するように位置付ける、連結部材によっ
て、さらに発展されることができる。この実施形態において、ドライブシャフト軸に対す
る偏心軸の偏心度は、分配装置の運転中に変更されることができる。このために、連結部
材は、偏心部材とブレードドライブシャフトとの間に配置され、２つの回り止め位置にお
いてブレードドライブシャフトを偏心部材に機械的に連結する。その際、第１の回り止め
位置において、第２の回り止め位置とは異なる偏心度が達成される。「偏心度」はここで
は、偏心軸とドライブシャフト軸との間の間隙として理解されるべきものである。この好
ましい実施形態において、分配装置は、２つの異なる偏心度で運転されることができ、そ
の切り換えは、手動作動を用いて、または、例えばある回転数またはトルク等の、ある運
転パラメータ閾値を超えることによって、第１の偏心度と第２の偏心度との間で、または
第１の回り止め位置と第２の回り止め位置との間で行われることができる。例えば、偏心
部材は、第１の回り止め位置において連結部材に係合することができ、また、ブレードド
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ライブシャフトのまたはカッティングブレードの所定の回転速度限度を上回るまたは下回
るときに、例えば遠心力またはドラッグトルクの影響によって、回り止め位置に移動する
ことができる。同様に、切り換えは、スイッチレバーまたは他の作動部材の手動での外部
作動によって、第１の回り止め位置と第２の回り止め位置との間で行われることができる
。
【００１１】
　原則として、理解されるべきことは、本実施形態において、偏心部材が、連結部材に、
第１または第２の回り止め位置のいずれかにおいて、２値で位置付けられる、ということ
である。１つの代替の実施形態において、しかしながら、偏心部材はまた、連結部材に、
またはドライブシャフト軸に、これら２つの回り止め位置の間にある複数の位置において
位置付けられることが可能であり、それによって、偏心度の、アナログ無段変更が達成さ
れる。
【００１２】
　１つの特に好ましい実施形態によれば、以下の構成が提供される。すなわち、連結部材
は、ブレードドライブシャフトの回転方向の反転の手段によって、第１の回り止め位置と
第２の回り止め位置との間で往復移動される。このさらなる発展は、多くのアプリケーシ
ョンにおいて、ブレードドライブシャフトの回転方向を切り換えることによって、第１の
回り止め位置と第２の回り止め位置との間の、または第１の偏心度と第２の偏心度との間
の、簡単な切り換え性を機能的に可能にする。結果として、例えば、第１の偏心度は、ブ
レードドライブシャフトの時計回りの回転時に設定され、これに対して第２の回り止め位
置は、ブレードドライブシャフトの反時計回りの回転時に設定される。特に、この設計は
好ましくは、回転方向に依存して、有孔ブレードディスク上に具現化される複数のカッテ
ィングエッジと係合され、または、そのようなカッティング効果をもたらさない、対応す
る複数のカッティングエッジを有する複数のカッティングブレードと協働する。その結果
として、カッティングブレードの装着効果のより一様な分配が達成される。
【００１３】
　連結部材が第１の偏心部材の凹部に確実に係合すると、さらに好ましい。連結部材と偏
心部材との間の確実なトルク伝達によって、一例として、信頼性のある回り止め位置と負
荷伝達が達成される。同時に、可能な限り装着から独立した負荷伝達が、高い伝達可能ト
ルクで達成される。
【００１４】
　もう１つの好ましい実施形態によれば、以下の構成が提供される。すなわち、連結部材
は第１の偏心部材の凹部に係合するカムを備え、凹部は、ブレードドライブシャフトの第
１の回転方向へのカムのための第１の回り止め位置と、第１の回転方向と反対方向である
ブレードドライブシャフトの回転方向への第２の回り止め位置と、を提供する。原則とし
て、理解されるべきことは、連結部材がカムを備えまたはカムから構成される、というこ
とである。このカムは、第１の偏心部材の凹部に確実に係合することができ、またこの凹
部において移動可能であり、したがって、第１の回り止め位置と第２の回り止め位置を想
定することができる。この実施形態は、ブレードドライブシャフトの回転方向の反転を用
いた、第１の回り止め位置と第２の回り止め位置との間の切り換えをもたらすことに、特
に適する。このカムは、旋回運動、回転運動、または並進直線型もしくはアーチ型の運動
を行うことができ、または、このカムは、２つまたはそれより多くのこれらの種類の運動
が組み合わされた、第１の回り止め位置と第２の回り止め位置との間の軌道上を移動する
ことができる。コンパクトな構成のために、連結部材がカムを備えまたはカムから構成さ
れ、また、凹部が偏心部材においてまたは偏心部材上で具現化されることが好ましい。他
の構造設計ではしかしながら、これとは逆の構成が好ましい。当該構成においては、凹部
は連結部材においてまたは連結部材上に具現化され、また凹部は偏心部材上に具現化され
たカムと協働する、またはそれと接続される。
【００１５】
　もう１つの好ましい実施形態によれば、以下の構成が提供される。すなわち、連結部材
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およびドライブシャフトは、一体的に具現化される。この設計において、連結部材はまた
ドライブシャフトを構成し、これは、複数の偏心部における複数の凹部と協働することを
達成するために、少なくとも複数の偏心部材の領域において、カムの形状を有するこの設
計において、具現化されることができる。連結部材とドライブシャフトの統合設計は、ド
ライブシャフトおよび連結部材が、特に単一の部品によって単体で具現化され、これがド
ライブシャフトおよび連結部材の機能を同時に実行する、ということをここでは意味する
。
【００１６】
　もう１つの好ましい実施形態によれば、以下の構成が提供される。すなわち、いくつか
の排出開口を有する第２の有孔ブレードディスクは、分配チャンバの内部空間の境界を定
め、第２のカッティングブレードは提供され、当該第２のカッティングブレードは、第２
の有孔ブレードディスクに接して配置され且つそれに対して相対的に移動可能であるカッ
ティングエッジを有する。この設計において、チャンバ内部空間は、２つの有孔ブレード
ディスクによって境界を定める。２つの有孔ブレードディスクは好ましくは、互いに反対
側に配置され、それらの間のチャンバ内部空間を取り囲む。この構成により、分配装置か
らの排出口の数は２倍となる。なぜならば、固体混入液体を排出開口に分配するために、
分配装置の２つの側が使用されるからである。例えば、分配チャンバは、円筒形状で具現
化されることができ、複数の有孔ブレードディスクはそれぞれ、円筒形状の分配チャンバ
の前側に配置される。ここで、第１および第２の有孔ブレードディスクが同一に構成され
、また第１および第２のカッティングブレードの機能性および構成設計がまた互いに対応
すると、好ましい。
【００１７】
　第２のカッティングブレードが第１の偏心部材に接続され、第２のカッティングブレー
ドのカッティングエッジが、第１の偏心部材の手段によって、第２の有孔ブレードディス
クに対して相対的に移動可能であると、特に好ましい。この実施形態において、運動は、
第１の偏心部材の手段によって、第１および第２のカッティングブレードの両方を生じる
。両方のカッティングブレードはしたがって、第１のカッティングブレードが第１の有孔
ブレードディスクに接して配置され且つ第２のカッティングブレードが第２の有孔ブレー
ドディスクに接して配置されるように、対応する複数の軌道上で角同期を有して移動し、
それによって複数の軌道は互いに離れて平行に延びる。
【００１８】
　第１および／または第２のカッティングブレードが、偏心部材上に、第１の偏心軸の周
りを回転可能に装着されることは、さらに好ましい。この実施形態において、第１または
第２のカッティングブレードは、適切な回転可能な装着の手段によって、第１の偏心部材
上に移動可能に装着され、したがって、偏心部材に対して相対的に回転することができる
。この回転運動は特に能動的であることができ、すなわち、カッティングブレードまたは
複数のカッティングブレードは、偏心部材に対する相対的な回転運動を行うために、駆動
部材などと連結されない。むしろ、能動的な回転運動の間、カッティングブレードは偏心
部材に関する切削力および摩擦力によって回転され、偏心部材は、偏心部材が接続された
ブレードドライブシャフトの回転によって駆動される。特に、この実施形態は、円環形状
のカッティングブレードに適し、これにおいて複数のカッティングエッジは環形状部材上
に具現化されて円形であり、複数のカッティングエッジは、例えば、偏心部材の偏心軸の
周りで同心円状であることができる。この実施形態において、例えば、円環形状のカッテ
ィング部材の内周側および円環形状のカッティング部材の外周側に、対応するカッティン
グエッジを提供することが可能であり、これを用いて、有孔ブレードディスクにおける複
数の開口上の複数のカッティングエッジと協働して、カッティング効果が達成される。
【００１９】
　もう１つの好ましい実施形態によれば、以下の構成が提供される。すなわち、釣り合い
重りはブレードドライブシャフトに接続され、その質量中心は、ドライブシャフト軸に対
して偏心して配置され、好ましくは第１の偏心シャフト軸に対して１８０度だけオフセッ
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トされる。釣り合い重りの手段によって、第１の偏心部材によって、または両方の偏心部
材によってもたらされる不釣り合いは、全部または一部において相殺されることができ、
それによって質量の釣り合いはブレードドライブシャフトのまわりで達成される。ここで
、釣り合い重りが、ブレードドライブシャフトに直接的且つ機械的に接続されるようにも
しくはそれと一体的に具現化されるように、または、釣り合い重り部材を第１の偏心部材
もしくは第２の偏心部材に直接的且つ機械的に接続することによってもしくはそれと一体
的に具現化することによって、釣り合い重りがブレードドライブシャフトに接続されるこ
とができる、ということが理解されるべきである。結果として第１の偏心部材およびそこ
に装着される偏心部の質量、または第１および第２の偏心部材およびそこに装着される偏
心して移動された複数の部品の質量に関して、完全な質量の釣り合いが達成されるように
、釣り合い重り部材の質量および釣り合い重り部材の質量中心の位置を選択することは特
に好ましい。特に、釣り合い重り部材がブレードドライブシャフトに着脱可能にまたは移
動可能に接続されると好ましく、結果として、ブレードドライブシャフトへの取り付け点
に関連する異なる複数の質量中心を有する、または異なる複数の質量を有する複数の釣り
合い重り部材の一式から選択を行うことができ、または、第１／第２の偏心部の、および
そこに装着されたカッティングブレードの異なる複数の質量または異なる複数の偏心度を
補償するために、釣り合い重りを移動させることができる。
【００２０】
　注入開口が、ドライブシャフト軸と平行となる、好ましくはこれと同軸となる固体含有
液体の注入方向を定義すると、さらに好ましい。そのような注入方向の場合において、固
体混入液体は、ドライブシャフト軸に平行してチャンバ内部空間に注入され、したがって
、複数の排出開口により一様に分配されることができる。この実施形態は、前壁における
注入開口および複数の排出開口の配置、ならびにオプションとして、それと反対側の前壁
における付加的な複数の排出開口の配置に、特によく適する。ここで可能となる注入開口
および複数の排出開口の回転対称的な配置によって、全ての排出開口は、最大限に一様に
加圧され、注入開口と各排出開口との間の対応する流路長が達成される。分配装置の調量
精度はしたがって向上可能である。他の複数の実施形態において、例えば注入開口を、ド
ライブシャフト軸の周囲の円周方向の壁セグメントとして配置されるハウジング壁セグメ
ントに配置することによって、注入開口を通る流れの軸方向に替えて、ドライブシャフト
軸に関連する注入開口を通る流れの半径方向はまた可能である。
【００２１】
　液体制御システムがチャンバ内部空間に配置され、当該液体制御システムが、軸方向に
流入する液体がそこの上で半径方向外向きに偏向される形状を有すると、さらに好ましい
。分配チャンバ内の液体制御システムによって、注入開口から複数の排出開口への固体含
有液体の流れは、好ましい方法で導かれることができ、したがって、複数の注入開口を通
る流入の方向を向く複数の排出開口が、他の複数の排出開口よりも多くの液体を受けるこ
とを回避することができる。また、分配チャンバ内の固体の沈殿はチャンバ内部空間の部
分の詰まりの危険性を有するが、このような沈殿は、低減または完全に回避可能である。
液体制御システムは、例えば、注入開口に向かう方向を向いている中央隆起領域を有する
バッフルの方法で具現化されることができ、これは、円筒形状を有する分配チャンバの中
に挿入されて、流入する液体の流れを、中央隆起領域から開始して、湾曲した壁セグメン
トに沿って半径方向外向きに偏向する。特に、この液体制御システムが、分配チャンバを
、液体案内チャンバ内部空間と、ドライチャンバ内部空間とに同時に細分化すると、好ま
しい。この場合、複数の機械部品は、それらが注目すべき流れ抵抗を有することなく移動
することができるように、且つ、固体含有液体の場合により活動的な作用にさらされない
ように、配置されることができる。
【００２２】
　このように半径方向外向きに偏向される、軸方向に方向がそろえられた液体の流れはこ
の場合、バッフルを取り囲む円筒形状のチューブの内側面での偏向を用いて、生成される
ことができる。内側面でのこの偏向は、液体の流れが両方の相対する軸方向に生成される
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ように生じることができ、それによって、液体は、分配装置の両方の前壁における複数の
排出開口に分配され、特に、流れの２つの軸方向に均等に分配される。
【００２３】
　もう１つの好ましい実施形態によれば、本発明に係る分配装置は、流れの方向における
、チャンバ内部空間における注入開口から上流の流路と、流れの方向において、当該流路
に配置される縮小される断面およびこれに続く増大される断面を有するノズルと、によっ
て、さらに発展される。この偏向された実施形態は、利用できる空間が狭いときに分配装
置の多様な導入状況において生じる、特定の問題点を解決する。そのような制限された空
間の場合において、湾曲したパイプ部分は多くの場合、注入開口に接続されて、固体含有
液体は、この湾曲したパイプ部分から注入開口およびチャンバ内部空間の中に供給される
。この種類の流れの経路の１つの帰結は、固体含有液体が非一様な流れを有してチャンバ
内部空間に入ることであり、このことは複数の排出開口への液体の一様な調量を困難また
は不可能にする。チャンバ内部空間の中への固体含有液体の入口の前の流れの方向に配置
されるノズルの手段によって、この一群の問題点は、最大限にまたは完全に回避可能であ
る。ノズルの結果として、固体含有液体はまず、断面の狭まりの領域においてにおいて加
速され、次いで、狭まりの下流にある拡げられる断面の領域において減速される。このこ
とは、流れの方向に関して、固体含有液体を均質にする。
【００２４】
　この点について、第２のカッティングブレードが第２の偏心部材に接続されることは、
特に好ましい。第２の偏心部材の提供によって、第２のカッティングブレードの偏心運動
が達成され、したがって、また、第１のカッティングブレードおよび第２のカッティング
ブレードにおける偏心部材について、既に説明された同一の利点および効果を達成する。
第１および第２の偏心部材は、単一の偏心部材として、または好ましくは２つの個別の偏
心部材として、一体的に具現化されることができる、ということは理解されるべきである
。
【００２５】
　第２の偏心部材がブレードドライブシャフトに接続され、ドライブシャフト軸から離間
された第２の偏心軸を定義することはさらに好ましい。この実施形態においても、特に第
１および第２の偏心部材が単一の偏心部材によって一体的に具現化される場合、第１およ
び第２の偏心軸は互いに一致して同軸となることができる。しかしながら、第１および第
２の偏心軸が互いに離れて延びると特に好ましく、好ましくは、分配装置の構築、設計、
または運転中のパラメータの設定の間に第１および第２の偏心部材の構成における運転の
最適化されたモードを可能とするために、第１および第２の偏心軸が互いに平行となり且
つ互いに離間される。
【００２６】
　第２のカッティングブレードが第２の偏心部材上に、第２の偏心軸の周りを回転可能に
装着されると、さらに好ましい。再び、この実施形態において、偏心部材に対する相対的
なカッティングブレードの受動的または能動的な回転運動は可能とされる。機能および構
築については、第１の偏心部材およびそこに回転可能に装着される第１のカッティングブ
レードの前述の説明が参照される。
【００２７】
　連結部材が第２の偏心部材の凹部に係合し、第２の偏心部材のエキスパンション内の第
１の回り止め位置において第２の偏心部材がドライブシャフト軸に対する第２の偏心軸の
第１の偏心度を有するように位置付けられ、第２の偏心部材のエキスパンション内の第２
の回り止め位置において第２の偏心部材が第１の偏心度よりも大きいドライブシャフト軸
に対する第２の偏心軸の第２の偏心度を有するように位置付けられると、さらに好ましい
。この実施形態において、連結部材はまた、トルク伝達と、第２の偏心部材上の複数の回
り止め位置とのために使用される。この点について、トルク伝達と、ドライブシャフトと
第２の偏心部材との間の回り止めの機能は、一体的な連結部材によってのみ行われること
ができ、それはまた、第１の偏心部材に関連して、または、互いに離れて配置され且つド
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ライブシャフトに個別に接続される２つの連結部材部品から成る分離された連結部材の手
段によって、これらの機能を同時に行う、ということは理解される必要がある。２つの異
なる偏心度において第２の偏心部材をも配置することの実現性によって、ドライブシャフ
ト軸に対する小さなおよび大きな偏心度において第２の偏心軸を配置することの実現性は
また広げられ、したがって、複数の運転パラメータの、種々の粘着性および固体混入液体
の複数の固体特性への適合が達成される。さらに、このことはまた、第１の回り止め位置
と第２の回り止め位置との間の切り換えることによって、分配装置を用いて体積流量のよ
り大きく変化可能な構造化を可能にし、したがって、複数のカッティングブレードの偏心
度を変更し、また、偏心度のこの変更の帰結として、複数の排出開口の開口断面の合計を
大きくまたは小さく調整する。連結部材上の第２の偏心部材の第１の回り止め位置と第２
の回り止め位置との間の切り換えはまた、２値またはアナログの手段によって行われるこ
とができ、また、第１の偏心部材を用いた複数のパラメータなどの選択によって達成可能
であることが理解される必要があり、この点について、回転速度を変更することによって
または回転方向を反転することによって、第１の回り止め位置と第２の回り止め位置との
間の切り換えの前述の説明が参照される。
【００２８】
　ドライブシャフト軸の周りの第２の偏心軸が第１の偏心軸に関してオフセットされ、好
ましくは、ドライブシャフト軸の周りで１８０度だけオフセットされることはさらに好ま
しい。この実施形態は、複数の偏心部によって生成される不釣り合いを相殺することによ
って、ドライブシャフトのより一様な動作を達成し、特に、第１および第２の偏心軸の間
の１８０度の補償が実施されると、良好な不釣り合いの補償が達成される。さらに、複数
の偏心軸のこの異なる配置の結果として、改善された流れの力がチャンバ内部空間におい
て達成され、このチャンバ内部空間において、固体混入液体は、有孔ブレードディスクに
おける複数の開口を介して第１および第２の有孔ブレードディスクの互いに反対側を通さ
れ、それによって、チャンバ内部空間における局所的に高い流れの速度は、複数の開口を
介した一様な流出を維持するために必要とされない。
【００２９】
　連結部材が第１の偏心部材の凹部に係合するカムを備え、凹部がブレードドライブシャ
フトの第１の回転方向においてカムのための第１の回り止め位置を提供するとともに、第
１の回転方向と反対方向であるブレードドライブシャフトの回転方向において、それに関
してオフセットされる第２の回り止め位置が提供されると、さらに好ましい。この実施形
態において、連結部材に関連して説明もされたように、第２の偏心部材を駆動するカムは
、第１のカムと一体的に具現化されることができ、または、第１および第２のカムは部分
的に存在することができ、それはカムを構成し、また、対応する第１および第２の偏心部
材の駆動を達成する、ということが理解される必要がある。同様に、反対の構成がまた第
２の偏心部材において行われること可能であり、第２の偏心部材においてカムは偏心部材
上に具現化されて、第１および第２の回り止め位置を調整するために連結部材上の凹部に
係合する。
【００３０】
　さらに、第１および／または第２のカッティングブレードが円環形状を有すると好まし
く、好ましくは、複数のカッティングエッジを有する第１および第２のカッティングブレ
ードの内側エッジ上および外側エッジ上に具現化される。円環形状のカッティングブレー
ドとしての第１および第２のカッティングブレードの実施形態によって、カッティングブ
レードが偏心部材上に回転可能に装着されると、カッティングブレードの部分上の特に有
利な移動パターンおよび能動的な移動の実現性が達成される。特に、カッティング部材は
、有孔ブレードディスク上に配置された複数の開口上の円形経路に沿ってスイープするこ
とができ、カッティングブレードが偏心経路上を移動されるときに複数の開口を交互に封
止および解放する。この点について、そこの上に偏心軸の周りに同心円状に配置された複
数のカッティングエッジが具現化された円環形状構造によって、第１および第２のカッテ
ィングブレードが利用可能とされる、ということは特に理解される必要がある。



(12) JP 6667988 B2 2020.3.18

10

20

30

40

50

【００３１】
　最後に、もう１つの好ましい実施形態によれば、以下の構成が提供される。すなわち、
凹部は、丸みがつけられたＬ字形状を有し、カムは、第１の回り止め位置において凹部の
第１のアームに接して配置され、第２の回り止め位置において凹部の第２のアームに接し
て配置される。凹部およびカムのそのような実施形態によって、Ｌ字形状凹部内のカムの
丸みは、ドライブシャフトの回転方向の反転によって可能とされ、それによって、両方の
回り止め位置における確実なトルク伝達が信頼性を有して実施可能であり、特に外部の影
響を受けにくく頑健性を有する負荷伝達およびロック機構が提供される。
【００３２】
　本発明の好ましい実施形態は添付の図面を参照して説明される。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明に係る分配装置の第１の好ましい実施形態の模式的な縦断面図を示す。
【図２】図１におけるＡ－Ａ線に沿った断面を示す。
【図３】本発明に係る分配装置の第２の好ましい実施形態の縦断面図を示す。
【図４】本発明に係る分配装置の第３の好ましい実施形態の模式的な斜視縦断面図を示す
。
【図５】図４に係る分配装置の縦断面図を示す。
【図６ａ】図２におけるＡ－Ａ断面に沿った断面表現における有孔ブレードディスク上の
カッティングブレードの回転の順序を示す。
【図６ｂ】図２におけるＡ－Ａ断面に沿った断面表現における有孔ブレードディスク上の
カッティングブレードの回転の順序を示す。
【図６ｃ】図２におけるＡ－Ａ断面に沿った断面表現における有孔ブレードディスク上の
カッティングブレードの回転の順序を示す。
【図６ｄ】図２におけるＡ－Ａ断面に沿った断面表現における有孔ブレードディスク上の
カッティングブレードの回転の順序を示す。
【図７】本発明に係る分配装置の第４の好ましい実施形態の縦断面図を示す。
【図８】第１の回り止め位置における、図７におけるＣ－Ｃ線に沿った断面図を示す。
【図９】図６ａ～図６ｄおよび７に係る第４の実施形態の凹部およびカムの模式的な詳細
図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　図１を参照すると、分配装置１が示さる。この分配装置１は、軸方向の注入開口１１を
有する円筒形状の分配チャンバ１０を備える。分配チャンバ１０はチャンバ内部空間１２
を有し、このチャンバ内部空間１２内に、注入開口１１が前方前壁１５を貫通する。
【００３５】
　分配チャンバ１０は円筒形状の構成を有し、円筒形状の側壁１３を有する。固体のため
の排出開口（図示せず）は、この側壁１３の下部セグメントに配置される。
【００３６】
　分配チャンバの前方前壁１５は複数の接続ポート１６ａ，１６ｂ，１６ｃ，・・・を有
する。これら接続ポート１６ａ，１６ｂ，１６ｃ，・・・は、チャンバ内部空間から離れ
る方向を向く前壁１５の側部上の複数の管フランジとして具現化される。複数のホースは
、分配チャンバから分配された固体混入液体を複数のホースに分配および送出するために
、これらの接続ポート１６ａ，１６ｂ，１６ｃ，・・・上に差し込まれることができる。
【００３７】
　前壁１５と反対側の後方前壁１７は、注入開口を例外として前方前壁１５と一致するよ
うに具現化され、また複数の排出ポート１８ａ，１８ｂ，１８ｃ，・・・を有する。
【００３８】
　複数の接続ポート１６ａ，１６ｂ，１６ｃ，・・・および１８ａ，１８ｂ，１８ｃ，・
・・は円形経路上に配置される。この円形経路は、ドライブシャフト軸１００上にある中
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央点を有する。
【００３９】
　複数のカッティング開口２０ａ，２０ｂ，・・・および２１ａ，２１ｂ，・・・は、前
壁１５および１７における各接続ポートへの複数の接続ポート１６ａ，１６ｂ，１６ｃ，
・・・と重なるように配置される。これらのカッティング開口を通して、固体混入液体は
、チャンバ内部空間１２から出て、そして複数の接続ポート１６ａ，１６ｂ，１６ｃ，・
・・および１８ａ，１８ｂ，１８ｃ，・・・の中に入ることができる。
【００４０】
　ブレードドライブシャフト３０はチャンバ内部空間１２に配置されて、後方前壁１７に
おける軸受け開口を貫通して延在し、ドライブシャフト軸１００の周りを回転可能にそこ
に装着される。
【００４１】
　偏心部４０は、前方前壁１５に隣接するチャンバ内部空間においてドライブシャフトに
取り付けられる。偏心部４０は、第１の偏心軸１０１を定義する。偏心軸１０１は、ドラ
イブシャフト軸１００に対して偏心度「ｅ」を有する。第１のカッティングブレード５０
および第２のカッティングブレード７０は、偏心部４０上の転がり軸受けまたは滑り軸受
け（図示せず）の手段によって、偏心軸１０１の周りを回転可能に装着される。偏心軸１
０１は、転がり軸受けまたは滑り軸受けと、偏心部４０の周りのカッティングブレード５
０，７０の回転軸を表す。
【００４２】
　ドライブシャフト３０は、質量中心がドライブシャフト軸１００に対して量ｒだけ偏心
して配置される釣り合い重り３５と連結される。釣り合い重り３５の質量中心は、偏心軸
１０１に関して１８０度だけオフセットされる。釣り合い重り３５の距離ｒおよび質量は
、偏心部４０およびそこに取り付けられた偏心して移動される部品の偏心度Ｅおよび質量
に比較して、移動される質量の１次質量バランスがドライブシャフト軸１００の周りで達
成されるように、寸法がとられる。特に、液体の慣性力はまた、釣り合い重りの手段によ
って補償されることが可能である。
【００４３】
　第１のカッティングブレード５０は、チャンバ内部空間の方向を向く前方前壁１５の内
部壁に密着するように配置される外側カッティングエッジ５２および内側カッティングエ
ッジ５３を有する。外側カッティングエッジ５２および内側カッティングエッジ５３はし
たがって、前方前壁１５において円形に配置された複数のカッティング開口の開口２０ａ
，２０ｂの複数のエッジと協働して、カッティングブレード５０が動くときにこれら排出
開口を通過する固体に対して剪断作用をもたらす。
【００４４】
　同様に、第２のカッティングブレード７０の外側カッティングエッジ７２および内側カ
ッティングエッジ７３は後方前壁１７の内部壁面に接して配置されて、カッティングブレ
ード７０が後方前壁１７に対して相対的に移動するときに開口２１ａ，２１ｂ，・・・の
複数のカッティングエッジと協働する。
【００４５】
　ドライブシャフト３０は、ブレードドライブシャフトを回転させる駆動モータ８０と、
チャンバ内部空間に対して外向きに連結する。これによって、ブレードドライブシャフト
が回転され、また結果として、偏心部４０がドライブシャフト軸の周りを回転できる。偏
心軸１０１の周りのカッティングブレード５０，７０の受動的な回転実現性の結果として
、これらのカッティングブレードは、前壁１５および１７の内面上のラッピングプロセス
の方法で、移動を行う。
【００４６】
　液体バッフル９０は偏心部４０に取り付けられ、偏心を伴って移動する。液体バッフル
９０は、注入開口１１に向かう方向を向いている中央隆起領域９１を有する。この隆起領
域９１をはじめとして、液体バッフル９０は、軸方向９２ａから半径方向９２ｂに延びる
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湾曲面９２を有する。
【００４７】
　液体バッフルは、注入開口１１を通って入る液体を、流れのその軸方向から、流れの半
径方向に偏向させる。したがって液体バッフルは、液体を、複数の排出開口２０ａ，２０
ｂ，・・・および２１ａ，２１ｂ，・・・に一様に案内する。この偏向は、偏心運動によ
って開かれ且つカッティングブレード５０，７０によって閉じられないこれらの排出開口
に対して、より強い強度で行われる。これは、なぜならば、液体バッフル９０が偏心部と
ともに移動して、隆起領域９１がそれ故に円形経路上の注入開口に対して偏心して旋回し
て、ドライブシャフト軸１００に関して開放する複数の排出開口の反対側にそれぞれ位置
付けられるために、達成される。
【００４８】
　チャンバ内部空間１２は、液体バッフル９０および環形状壁セグメント４０ａによって
、液体案内空間１２ａと、第１の気体案内空間１２ｂと、第２の気体案内空間１２ｃと、
に分けられる。当該環形状壁セグメント４０ａは、注入開口１１および偏心部４０上に配
置される環形状壁セグメント４０ａの領域において配置され、また封止部材においてスラ
イドするそこに沿って環形状壁セグメント１５ａ上に移動される。
【００４９】
　気体案内空間１２ｂは、前方前壁１５に接して配置されるカッティングブレード５０に
隣接して設けられる。吸気ポート１１ａは、外気が気体案内空間１２ｂに入ることを可能
にする。示される偏心配置において、この外気は、気体案内空間１２ｂを通って排出開口
１６ａに案内される。
【００５０】
　同様に鏡像反転された方法で、吸気ポート１１ｂは前壁１７に配置される。当該吸気ポ
ート１１ｂは、空気が気体案内空間１２ｃに入ることを可能にし、また、空気が、図示さ
れる偏心位置における排出開口２１ａと接続ポート１８ａを通って案内されることを可能
にする。
【００５１】
　カッティングブレード５０，７０は、複数の排出開口２０ａ，２０ｂ，・・・および２
１ａ，２１ｂ，・・・の直径よりも小さい断面幅を有する。したがって、偏心運動の各時
点において、複数の排出開口２０ａ，２０ｂ，・・・および２１ａ，２１ｂ，・・・が、
チャンバ内部空間の液体案内セグメント１２ａと流体連通するか、気体案内セグメント１
２ｂおよび１２ｃと流体連通するか、のいずれかが達成される。この常に存在する流体連
通は、排出開口２０ａ，２０ｂ，・・・および２１ａ，２１ｂ，・・・のうちの１つが開
放するときに液体が複数の排出開口を通過することを可能にする。したがって、この常に
存在する流体連通は、複数の接続ポート１６ａ，１６ｂ，・・・および１８ａ，１８ｂ，
・・・において移動する液柱を生成して、カッティングブレードが偏心運動の結果として
移動し続けるときに複数の排出開口２０ａ，２０ｂ，・・・および２１ａ，２１ｂ，・・
・の閉鎖によって唐突に減速されることなく、むしろ通気によって液体の入口の閉鎖の後
に妨げられずに移動し続けることが可能である。結果として、複数の接続ポート１６ａ，
１８ａ、およびこれらに接続されたホースまたはパイプラインを通る液体／気体混合物の
、実質的に一定で加速度がない移動が達成されるとともに、分配装置内の封止部材および
部品が高い機械的負荷と水圧パルス負荷にさらされることから保護される。
【００５２】
　図２は、図１に係る実施形態の模式的な断面図を示す。図２に示すように、偏心位置に
おいて、偏心部はドライブシャフト軸に対して１２時の位置にあり、最下部の注入開口２
１ｂは完全に開放されており、また最上部の注入開口２１ａは完全に閉鎖されている。他
の複数の開口は、小さな度合いで閉鎖され（４時および８時の開口）、半分閉鎖され（３
時および９時の開口）、また部分的に開放される（１１時および１時）。カッティングブ
レード７０の偏心運動の間、この開放状況は連続的且つ継続した方法で変化する。
【００５３】



(15) JP 6667988 B2 2020.3.18

10

20

30

40

50

　図３は、本発明の第２の実施形態の図１に係る図を示す。本発明の第２の実施形態は多
くの部分で第１の実施形態に対応する。以下においては、その差異に関してのみ説明する
。
【００５４】
　第２の実施形態において、固体含有液体はまた、注入路１１９の下位の流れの方向に位
置する注入開口１１１を通して供給される。注入路１１９は、ドライブシャフト軸１００
に関連して軸方向に配置され、液体は注入路１１９を軸方向に通って円筒形状のチャンバ
内部空間１１２内に流れる。
【００５５】
　ノズル１９５は注入路１１９に配置される。このノズル１９５は、注入路１１９におい
て、断面の狭まりとそれに続く断面の拡大とをもたらす。結果として、液体はまず狭まる
断面１９５ａの領域において加速され、拡大する断面１９５ｂの領域において結局再びた
だ減速される。この加速と減速は液体の流れの方向の均質化をもたらし、それによって液
体は、流れの近似的に軸方向にチャンバ内部空間１１２に入る。このさらなる開発の結果
として、第２の実施形態は、制限されたスペースにおいても本発明に係る分配装置の運転
を可能とするために、固体含有液体のための接続された供給ホースの顕著な湾曲と連携す
る注入路１１９への接続の方法の影響を受けない。
【００５６】
　図４および５を参照し、本発明に係る分配装置の第３の実施形態が示される。本分配装
置は、注入開口２１１を有する分配チャンバ２１０を備える。分配チャンバ２１０はチャ
ンバ内部空間２１２を有し、このチャンバ内部空間２１２に注入開口２１１が通じる。
【００５７】
　分配チャンバ２１０は上側部分において円筒形状構造を有し、標準的な壁形状を有する
台形断面に下方に延びる。固体のための排出開口２１４は下部ハウジング床面２１３に配
置される。この排出開口２１４は、分配チャンバの上側領域における注入開口２１１の反
対側に配置される。
【００５８】
　分配チャンバの前方前壁２１５は、複数の接続ポート２１６ａ，２１６ｂ、２１６ｃ，
・・・を有する。これら接続ポート２１６ａ，２１６ｂ、２１６ｃ，・・・は、チャンバ
内部空間から離れる方向を向く前壁２１５の側部上の複数の管フランジとして具現化され
る。複数のホースは、分配チャンバから分配された固体混入液体を複数のホースに分配お
よび送出するために、これらの接続ポート２１６に差し込まれることができる。
【００５９】
　前壁２１５と反対側の後方前壁２１７は、前方前壁２１５と一致するように具現化され
、また、複数の排出ポート２１８ａ，２１８ｂ，２１８ｃ，・・・を有する。
【００６０】
　複数の接続ポート２１６ａ，２１６ｂ，２１６ｃ，・・・および２１８ａ，２１８ｂ，
２１８ｃ，・・・は円形経路上に配置される。この円形経路は、ドライブシャフト軸１０
０上にある中央点を有する。
【００６１】
　前壁２１５および２１７における各接続ポートへの複数のカッティング開口２２０ａお
よび２２１ａは、複数の接続ポート２１６ａ，２１６ｂ，２１６ｃ，・・・と重なるよう
に配置される。これらのカッティング開口の結果として、固体混入液体はチャンバ内部空
間２１２から複数の接続ポート２１６ａ，２１６ｂ，２１６ｃ，・・・および２１８ａ，
２１８ｂ，２１８ｃ，・・・の中に入ることができる。
【００６２】
　ブレードドライブシャフト２３０はチャンバ内部空間２１２に配置されて、これは前壁
２１５，２１７の軸受け開口を通って両側に延在し、ドライブシャフト軸の周りを回転可
能にそこに配置される。
【００６３】
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　第１の偏心部２４０は、前方前壁２１５に隣接するチャンバ内部空間においてドライブ
シャフトに取り付けられ、当該第１の偏心部２４０上に、第１のカッティングブレード２
５０は、転がり軸受け２５１の手段によって、回転可能に装着される。第１の偏心部２４
０は、第１の偏心軸２０１を定義する。偏心軸２０１は、偏心部２４０の周りの転がり軸
受け２５１とカッティングブレード２５０の回転軸を表す。それと反対側において、第２
の偏心部２６０は、後方前壁２１７に隣接するチャンバ内部空間においてブレードドライ
ブシャフトに取り付けられ、第２の偏心部２６０は、第２の偏心軸２０２を定義する。第
２の偏心軸２０２は、第１の偏心軸２０１と同じ距離だけドライブシャフト軸１００から
離れた位置にあるが、ドライブシャフト軸１００の周りを第１の偏心軸２０１に対して１
８０度だけオフセットされる。
【００６４】
　第２のカッティングブレード７０は、転がり軸受け２７１の手段によって、第２の偏心
部２６０上に、第２の偏心軸２０２の周りを回転可能に装着される。転がり軸受け２５１
，２７１に替えて、滑り軸受けが配置されることができる。
【００６５】
　第１のカッティングブレード２５０は、チャンバ内部空間の方向を向く前方前壁２１５
の内部壁に密着するように配置される外側カッティングエッジおよび内側カッティングエ
ッジを有する。外側カッティングエッジ２５２および内側カッティングエッジ２５３はし
たがって、前方前面板において円形に配置された複数のカッティング開口の開口２２０ａ
，２２０ｂのエッジと協働して、カッティングブレード２５０が移動するときにこれら排
出開口を通過する固体に対して剪断作用をもたらす。
【００６６】
　同様に、外側カッティングエッジ２７２および内側カッティングエッジ２７３は後方前
壁２１７の内部壁面に接して配置されて、カッティングブレード２７０が後方前壁２１７
に対して相対的に移動するときに複数の開口２２１ａ，・・・のカッティングエッジと協
働する。
【００６７】
　ドライブシャフト２３０は、ブレードドライブシャフトを回転させる駆動モータ２８０
と、チャンバ内部空間に対して外向きに連結され、また結果として、偏心部２４０，２６
０がドライブシャフト軸の周りを回転できる。
【００６８】
　図６ａ～図６ｄは、図５におけるＡ－Ａ断面に係る断面表現における偏心運動の概要を
示す。図６ａ～図６ｄに示すように、排出開口２２０ａ，２２０ｂ，２２０ｃのいくつか
はカッティングブレード２５０によって閉鎖され、排出開口２２０ａ，２２０ｂ，２２０
ｃ，・・・の他のいくつかは部分的に閉鎖され、排出開口２２０ａ，２２０ｂ，２２０ｃ
，・・・の他のいくつかは閉鎖されていない。ドライブシャフト軸２００の周りのカッテ
ィングブレードの図示される偏心した回転運動の結果として、全ての排出開口はその上を
カッティングブレードによってスイープされ、それによって、排出開口２２０ａ，２２０
ｂ，２２０ｃの複数のエッジと協働して固体に対するカッティング効果が達成され、また
、複数の排出開口が交互に開放および閉鎖され、したがって液体の通過が可能となる。
【００６９】
　図７は、本発明に係る分配装置の第４の実施形態の縦断面図を示す。図７および８に係
る実施形態は、小さな偏心度と大きな偏心度との間で偏心軸の偏心度を調整できる調整機
構によって、特徴付けられる。
【００７０】
　前述の複数の実施形態と同様に、図７および８に係る分配装置は分配チャンバハウジン
グ３１０を有し、当該分配チャンバハウジング３１０に注入開口（図示せず）が配置され
、当該注入開口は上方から、この第４の実施形態における分配チャンバ内に通じる。前側
において、分配チャンバは、前壁３１５，３１７によって閉じられている。これら前壁３
１５，３１７において、いくつかの円形に配置された排出開口３２０ａ，３２０ｂおよび
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３２１ａ，３２１ｂが配置され、これら排出開口３２０ａ，３２０ｂおよび３２１ａ，３
２１ｂは複数の排出ポート３１６ａ，３１６ｂおよび３１８ａ，３１８ｂに重なるように
つながる。
【００７１】
　固体のための排出開口３１４は床板３１３に配置され、メンテナンス用開口３１３ａ，
３１３ｂは側壁を下方に円錐形に覆うように存在し、このメンテナンス用開口３１３ａ，
３１３ｂを通して分配チャンバの内部空間にアクセスすることが可能である。
【００７２】
　第１の偏心部３４０および第２の偏心部３６０は分配チャンバに配置される。第１の偏
心部は第１の偏心軸３０１を定義し、第２の偏心部は第２の偏心軸３０２を定義し、第２
の偏心軸３０２は、ドライブシャフト軸３００に関して第１の偏心軸３０１に対して１８
０度だけオフセットされる。偏心部３４０，３６０はしたがって、互いに１８０度だけ位
相シフトされて移動し（上述のように、位相シフトは新たな実施形態において働かない。
）、したがって、ドライブシャフト軸３００の周りの１次質量バランスが得られる。
【００７３】
　カッティングブレード３５０は、転がり軸受け３５１の手段によって、第１の偏心部３
４０上に回転可能に取り付けられる。これに類似して、カッティングブレード３７０は、
転がり軸受け３７１の手段によって、第２の偏心部３６０上に回転可能に装着される。
【００７４】
　偏心部３４０，３６０は、カム３８２，３８３の手段によって、駆動モータ３８０の駆
動ジャーナル３８１と連結される。カム３８２，３８３はそれぞれ、六角形ロッド３８４
が貫通する六角形形状の孔を有する。
【００７５】
　カム３８３は、はめ込みの手段によって耐トルクの方法で、駆動ジャーナル３８１に接
続される。このカム３８２からのトルクは、六角形ロッド３８４を介して、カム３８３に
伝達される。カム３８２は、転がり軸受けまたは滑り軸受けの手段によってドライブシャ
フト軸の周りを回転可能に装着され、ここで、円筒形状の滑り軸受けおよび転がり軸受け
は軸受けハウジング３１５ａにある。
【００７６】
　駆動モータ３８０は時計回りの方向に駆動し（図８に係る図示において、偏心部３６０
の反時計回りの回転に対応する）、カム３８３は図８に示す位置にあると仮定する。この
位置において、偏心軸３０２は、ドライブシャフト軸３００に対する第１の偏心度を有す
る。
【００７７】
　駆動モータ３８０の回転方向が反転されて駆動モータが反時計回りの方向に運転される
と、カム３８３は、偏心部３６０におけるＬ字形状凹部３６１内で、第２の回り止め位置
まで旋回する。六角形ロッドが通るカム３８３のセグメントは、図８に示す凹部３６１の
空き空間を通過してその中に移動し、図８に係る図示において、カムは時計回りの方向に
９０度の旋回運動を行う。この旋回運動の後に生じるドライブシャフト軸３００に対する
偏心軸３０１の偏心度は、第１の偏心度よりも大きく、それによって、カッティングブレ
ード３７０はより大きな偏心度で経路上をガイドされる。
【００７８】
　同様のしかし中央断面に関して鏡像反転された構成において、対応する駆動は、第１の
偏心部３４０におけるカム３８２によっても達成され、また、小さな偏心度と大きな偏心
度との間の切り換えはモータ３８０の回転方向の反転を用いて達成される。
【００７９】
　偏心部３４０，３６０における凹部３６１，３４１およびカム３８２，３８３の配置は
、偏心部３４０，３６０の両方がドライブシャフト軸３００に対する一致した偏心度を有
して常に位置されるように、選択される。
【００８０】
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　小さな偏心度と大きな偏心度との間の切り換えの実現性によって、図７および８に係る
実施形態において、分配装置において低いスループットと高いスループットを達成するこ
とを可能とすることができる。小さな偏心度の場合において、前壁３１５および３１７に
隣接して配置される有孔ブレードディスク３５５，３７５における複数のスループット開
口は、図８に示すように、常に部分的にまたは完全に閉鎖される。
【００８１】
　対照的に、大きな偏心度の場合において、有孔ブレードディスクにおけるこれらの開口
は、偏心軸の反対側の領域において完全に開放され、偏心軸の側において完全に閉鎖され
、偏心軸の横方向の領域において部分的に開放される。したがって結果として、分配チャ
ンバにおける一定の内圧で複数の開口を通して、液体の全体としてより多くの送出が可能
となる。例えば遠心ポンプなどの圧力ポンプの後段で、またはコンプレッサタンクカート
上で分配装置を使用するとき、分配装置を通過する体積流量は、結果として直ちに増加す
る。排出ポンプの後段で分配装置を使用する場合、偏心度の調整時に、異なるハウジング
圧力が生じ得る。そして、排出ポンプの動作点は、増加されたスループットに適合される
必要がある場合があり、または、分配装置は、ディスプレイメントポンプの異なる複数の
体積流量に適合されることができる。
【００８２】
　図９は、凹部３６１におけるカム３８３の調整機構の運動を示す。図９に示すように、
カムは、偏心軸３０２とドライブシャフト軸３００との間の低い偏心度Ａを有する第１の
位置にあると仮定することができる。カムは、回転方向の反転時に凹部内で回転して９０
度の旋回運動を行うことによって、第２の位置に旋回する。その後、カムは、凹部の以前
空いていたセグメントに移動して留まる。この第２の位置において、カムはまたトルクの
確実な伝達のために凹部に配置されて、今度は偏心度Ａよりも大きな偏心軸３０２とドラ
イブシャフト軸３００との間の第２の偏心度Ｂを有する。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６ａ】
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【図６ｄ】 【図７】
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